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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成19年６月28日に提出いたしました第110期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）の有価証券報告書の記載事項の

一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第４ 提出会社の状況 

 ３ 配当政策 

 ６ コーポレート・ガバナンスの状況 

第６ 提出会社の株式事務の概要 

  

３【訂正箇所】 

訂正箇所は＿を付して表示しております。 



第一部【企業情報】 

  

第４【提出会社の状況】 

  

３【配当政策】 

  

（訂正前） 

   当社は鉄鋼業に属し、缶用材料を中心とした表面処理鋼板をはじめ硬質合金、磁気ディスク用基板等の製造販売を行ってい

る。この業界は技術革新が激しくまたユーザーニーズも益々多様化しており、これらに対応するためには計画的、継続的な研究

開発並びに設備投資が必要である。そのための所要資金は、第一に内部資金を充当することとし、今後もこの基本理念の下に対

処して行く。 

配当については、財務体質の強化を図りながら、業績を総合的に勘案し、継続的かつ安定的に配当を実現できるよう努めてお

り、中間期と期末の年２回配当を実施している。 

今後は業績連動型の配当政策を加味し、連結配当性向で20～30％を基準とする方針である。 

 当社は、取締役会の決議により、毎年９月３０日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めている。 

 当事業年度の配当については、１株当たり年５円の配当（うち中間配当２円50銭）を実施することを決定した。この結果、当

事業年度の配当性向は41.4％（連結配当性向は48.5％）となった。 

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりである。 

  

  

  

（訂正後） 

   当社は鉄鋼業に属し、缶用材料を中心とした表面処理鋼板をはじめ硬質合金、磁気ディスク用基板等の製造販売を行ってい

る。この業界は技術革新が激しくまたユーザーニーズも益々多様化しており、これらに対応するためには計画的、継続的な研究

開発並びに設備投資が必要である。そのための所要資金は、第一に内部資金を充当することとし、今後もこの基本理念の下に対

処して行く。 

配当については、財務体質の強化を図りながら、業績を総合的に勘案し、継続的かつ安定的に配当を実現できるよう努めてお

り、中間期と期末の年２回配当を実施している。 

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会である。 

今後は業績連動型の配当政策を加味し、連結配当性向で20～30％を基準とする方針である。 

 当社は、取締役会の決議により、毎年９月３０日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めている。 

 当事業年度の配当については、１株当たり年５円の配当（うち中間配当２円50銭）を実施することを決定した。この結果、当

事業年度の配当性向は41.4％（連結配当性向は48.5％）となった。 

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりである。 

  

  

決議年月日 配当金の総額 １株当たり配当額 

平成18年10月26日 

取締役会決議 
251百万円 ２円50銭 

平成19年６月27日 

定時株主総会決議 
251百万円 ２円50銭 

決議年月日 配当金の総額 １株当たり配当額 

平成18年10月26日 

取締役会決議 
251百万円 ２円50銭 

平成19年６月27日 

定時株主総会決議 
251百万円 ２円50銭 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

  

（訂正前） 

(1）～(3）省略 

  

（訂正後） 

(1）～(3）省略 

  

(4）取締役の定数 

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めている。 

  

(5）取締役の選任決議要件 

    当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、

その議決権の過半数をもって行う旨及びその決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めている。 

  

(6）自己株式の取得 

    当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引

等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めている。 

  

(7）中間配当 

    当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として中間配当を行うこと

ができる旨定款に定めている。 

  

(8）株主総会の特別決議要件 

    当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３

分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めている。これは、株主総会における

特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものである。 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

  

 （訂正前） 

(注)単元未満株式の買取手数料は、以下の算式により１単元当たりの金額を算定し、これを買取った単元未満株式の数で按分し

た金額とする。 

(算式)東京証券取引所の開設する市場に於ける最終価格による１株当たりの買取価格に１単元の株式数を乗じた合計金額

のうち 

100万円以下の金額につき                    1.150％  

100万円を超え500万円以下の金額につき             0.900％ 

500万円を超え1,000万円以下の金額につき            0.700％ 

1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき           0.575％ 

3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき           0.375％ 

(円位未満の端数を生じた場合には切り捨てる。)          

ただし、１単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 

事業年度 ４月１日から３月31日まで 

    

    

    

単元未満株式の買取り    

取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番４号 住友信託銀行株式会社証券代行部 

株主名簿管理人 大阪市中央区北浜四丁目５番33号 住友信託銀行株式会社 

取次所 住友信託銀行株式会社本店及び全国各支店 

買取手数料 (注) 

公告掲載方法 東京都において発行する日本経済新聞 

株主に対する特典 なし 



（訂正後） 

(注）１ 単元未満株式の買取手数料は、以下の算式により１単元当たりの金額を算定し、これを買取った単元未満株式の数で按

分した金額とする。 

(算式)東京証券取引所の開設する市場に於ける最終価格による１株当たりの買取価格に１単元の株式数を乗じた合計

金額のうち 

100万円以下の金額につき                    1.150％ 

100万円を超え500万円以下の金額につき             0.900％ 

500万円を超え1,000万円以下の金額につき            0.700％ 

1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき           0.575％ 

3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき           0.375％ 

(円位未満の端数を生じた場合には切り捨てる。) 

ただし、１単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 

２ 当社定款の定めにより、単元未満株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使できな

い。 

      ①会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

       ②会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 

       ③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 

事業年度 ４月１日から３月31日まで 

    

    

    

単元未満株式の買取り    

取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番４号 住友信託銀行株式会社証券代行部 

株主名簿管理人 大阪市中央区北浜四丁目５番33号 住友信託銀行株式会社 

取次所 住友信託銀行株式会社本店及び全国各支店 

買取手数料 (注)１ 

公告掲載方法 東京都において発行する日本経済新聞 

株主に対する特典 なし 
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